
奈良県議会議会改革推進会議運営要綱奈良県議会議会改革推進会議運営要綱奈良県議会議会改革推進会議運営要綱奈良県議会議会改革推進会議運営要綱

第１ 趣旨

この要綱は、奈良県議会会議規則(昭和３１年１２月奈良県議会規則第１号）第９

４条第４項の規定に基づき、議会改革推進会議（以下「推進会議」という。）の運営

その他必要な事項を定めるものとする。

第２ 構成員

１ 推進会議は、会派から選出された議員をもって構成する。

２ 会派から選出する議員の数は、議長が協議により定める。

第３ 協議又は調整事項

推進会議は、議長の諮問を受け、議会改革の推進に関する基本的事項についての協

議又は調整を行う。

第４ 会議

１ 推進会議に座長及び副座長を置く。

２ 推進会議は、座長が招集し、その議事運営を行う。

３ 座長に事故あるときは、副座長がその職務を行う。

４ 構成員に事故あるときは、その構成員の所属する会派から代理者を出席させなけ

ればならない。

第５ 会議の公開

会議は、原則として公開する。ただし、座長が必要と認めるときは、公開しないこ

とができる。

第６ 会議の記録

座長は、職員をして会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を

作成させるものとする。

第７ その他

この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、座長が定め

る。

附 則

この要綱は、平成２２年１２月１４日から施行する。


